
各公立高等学校長

県立東桜学館中学校長殿

県立特別支援学校長

山形県教育庁

高校教育課長

スポーツ保健課長

新型コロナウイルス感染症予防を踏まえた部活動のガイドライン(改訂版

6月13日~7月31日までの活動について)及び部活動の拡大について(通知)

音噂舌動については、「新型コロナウィルス感染症予防を踏まえた部活動のガイドライン及び学校

再開後の部活動について(通知)」等(令和2年5月21日付け、スポ保第203号及び令和2年6月2

日付け高教第237号、スポ保第246号)において通知しておりましたが、県内における新型コロナウ

イルス感染症の注意・警戒レベルが「レベル1」であること、政府の「学校における新型コロナウィ

ルス感染症に関する衛生管理マニュアル(2020.5.22Vor.1)」等を踏まえ、下記の内容で段階

的な活動拡大を可能とします。

つきましては、活動を拡大するにあたり、別紙1「新型コロナウィルス感染症予防を踏まえた部活

動のガイドライン」を改訂しましたので、同ガイドラインを遵守するとともに、呂1俳氏4「新型コロナウイル

ス感染症予防を踏まえた部活動のガイドラインに基づく学校におけるチェックリスト」を活用する等、

感染症防止対策を講じたうぇで実施いただきますようぉ願いします。

本通知は、7月31日までを目途としており、8月1日以降については別途通知いたします。

なお、県内の感染の状況等を踏まえ、途中で内容を変更する場合はその都度通知いたします。

⑤
高教第

スポ保第

令和 2年

2 4 8

2 7 9

6月9

◆活動日・活動時間及び可能となる主な活動内容

1

期

6/13(土)~

2

日

6/19(金)~

3 6/26(金)~フ/31(金)

※生徒の体調等を踏まえ、ケガ・熱中症予防に十分留意するとともに補充授業等に影響のないように留意するとと。

平日

週休日

活動日(上限の時間)

記

週3日(2時間以内)

いずれか 1日(3時間以内)

本県の運動部活動及び文化部活動の

方針に則った活動日・活動時間とする。

活動可能となる主な内容

<担当>運動部担当

文化部担当

県内の日帰り交流可

県外の日帰り交流可

県内の宿泊を伴う活動可

高橋

阿部

TEL

TEL

023-630-2852

023-630-3026

号
号
日

直
愛
真



各教育事務所長殿

山形県教育庁

高校教育課長

スポーツ保健課長

新型コロナウィルス感染症予防を踏まえた部活動のガイドライン(改訂版

6月13日~7月31日までの活動について)及び音畷舌動の拡大について(依頼)

部活動については、「新型コロナウィルス感染症予防を踏まえた音畷舌動のガイドライン及び学校

再開後の部活動について(通知)」等(令和2年5月21日付け、スポ保第203号及び令和2年6月2

日付け高教第237号、スポ保第246号)において依頼しておりましたが、県内における新型コロナウ

イルス感染症の注意・警戒レベルが「レベル1」であること、政府の「学校における新型コロナウイ

ルス感染症に関する衛生管理マニュアル(2020.5.22V吐.1)」等を踏まえ、下記の内容で段階

的な活動拡大を可能としますので、所管の各市町村教育委員会を通じ、各小学校、中学校、義務

教育学校に対し、適切に御対応願います。

つきましては、活動を拡大するにあたり、呂1絲氏1「新型コロナウイルス感染症予防を踏まえた部活

動のガイドライン」を改訂しましたので、同ガイドラインを遵守するとともに、呂1絲氏4「新型コロナウィル

ス感染症予防を踏まえた部活動のガイドラインに基づく学校におけるチェックリスト」を活用する等、

感染症防止対策を講じたうえで実施いただくよう、あわせて御対応願います。

本文書は、7月31日までを目途としており、8月1日以降については別途連絡いたします。

なお、県内の感染の状況等を踏まえ、途中で内容を変更する場合はその都度連絡いたします。

⑧
高教第

スポ保第

令和 2年

2 4 8

2 7 9

6月9

◆活動日・活動時間及び可能となる主な活動内容

1

期

6/13(士)~

2

日

6/19(金)~

3 6/26(金)~フ/31(金)

※生徒の体調等を踏まえ、ケガ・熱中症予防に十分留意するとともに補充授業等に影響のないように留意すること。

平日

週休日

活動日(上限の時間)

記

週3日(2時間以内)

いずれか 1日(3時間以内)

本県の運動部活動及び文化部活動の

方針に則った活動日・活動時間とする。

活動可能となる主な内容

<担当>運動部担当

文化部担当

県内の日帰り交流可

県外の日帰り交流可

県内の宿泊を伴う活動可

高橋

阿部

TEL

TEL

023-630-2852

023-630-3026

号
号
日

直
愛
真



新型コロナウイルス感染症予防を踏まえた部活動のガイドライン

(改訂版 6 13日~7 31日までの活動について)

※令和2年5月21口付けスボ保第203号で通知のガイドラインにおける力g筆修正箇所は下線及びゴ
之塑二乞体となっております。

1 基本的な考え方

県内における新型コロナウイルス感染症の注意・警戒レベルが「レベル1

こと、政府の「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル

(2020.5.22Ver,1)等を踏まえ、部活動の活動内容を厶大していくこととする。

この場合、この期間においては、通常の部活動とは異なる活動であることを問(部

活動指導員、安全管理担当教員を含む以下省略)、生徒及び保護者に認識してもらい

ながら、感染りスクが高まる

しい生,

活動にあたっては、「山形県における運動部活動の在り方に関する方針」「山形県に

おける文化部活動の在り方に関する方針」に則り、以下に示す、「基本的な対策」等を

遵守し活動するものとする。また、以下に示す「基本的な対策」等は、生徒だけに任

せるのではなく、教師や部活動指導員及び安全管理担当教員においても着実な取組み

を行うことが必要である。

式 を取り入れた部活動を行うことが求められる。

Ⅱ

別紙

3つの

基本的な対策

1 活動日、活動時間及び可能となる主な活動内容について

全ての期間において、下記に記載の内容以外のことについては、感染症対策を踏まえた上で本
県の運動部活動及び文化部活動の方針に則った活動とすること。

1

■

期

酉

6/13(土)~

日

である

を避けるとともに、

2 6/19(金)~

3

活動日(上限の時間)

平日

週休日

6/26(金)~フ/31(金)

※生徒の体調等を踏まえ、ケガ・熱中症予防に十分留意するとともに補充授業等に影響のないように留
意すること。

※上記は、県内の状況が「レベル1」の場合の対応であり、レベルが変更される場合や、近県の状況等
によって内容を変更する際は別途通知するものとする。

週3日(2時間以内)

いずれか1日(3時間以内)

本県の運動部活動及び文化部活動の

方針に則った活動日・活動時間とする
こと。

●県内の日帰り交流可

●学校が認めた県内関係者(OB

等)、県内臨時コーチ等の参加可
●各競技・文化活動の特性に応じた

集団技能を高める練習可

活動可能となる主な内容

●県外の日帰り交流可

※5/25 まで特定警戒都道府県(北海
道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川

県)とされていた地域等との交流は感
染の状況を踏まえ慎重にすること。

●県内の宿泊を伴う活動可
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2 校長及び部活動運営委員会(仮称)が対応すべき内容

(1)校長は、部活動を実施させる場合には、上記「基本的な考え方」を踏まえ、通

常の部活動とは異なる活動であることを顧問、生徒及び保護者に認識させること。

(2)校長は、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえたうぇで、定期的な活動計画

の確認及び活動内容の把握を行い、生徒の安全な活動の確保や教員の負担が過度

とならないよう、適宜、指導・是正を行うとと。

(3)校長は、生徒の部活動への参加について、生徒本人と保護者に対し、感染症対

策をしっかりと講じていることを説明したうぇで、生徒及び保護者の意向を尊重

し参加を強制することのないように顧問に指導すること。

(4)校長は、部活動における感染症対策として、部活動運営委員会(仮称)(以下、

「委員会」と言う。)を開催し、基本的な感染防止対策を徹底するとともに、以下

に示すクラスター発生の3条件を避けるための対策を講じること。

①換気の悪い密閉空間にしないための換気の徹底。

②多くの人が手の届く距離に集まらない。

③近距離での会話や大声での発声をできるだけ控える。

(5)委員会は、屋内の部活動で活動場所に多くの生徒ができるだけ集まらないよう

にする等、 3密を避けるように活動場所の割り当てを行うこと。

(田委員会は

間帯を設定すること。

(フ)校長は、今後、学校において再び臨時休業を行う場合には部活動を中止とする

こと。

3 顧問が対応すべき内容

(1)顧問は、部活動を実施する場合には、活動計画を立て校長に提出すること。

(2)顧問は、生徒のけが防止及び熱中症予防には十分留意して活動を行うこと。

(3)電車やバス等を利用して活動場所等に移動する必要がある場合には、生徒に対

車等の通学状況を踏まえ、生徒の下校が集中しないように活動時

し、「マスクの着用」や「身体的距離の確保等、基本的な感染症対策を徹底させ

るとともに、可能な限り3密を避けるよう指すること

4 感染防止対策

学校が運動及び文化活動を実施するにあたっては、別紙4の陪畷舌動実施に向け

た学校における点検チェックリスト」を活用して、活動前、活動中、活動後の体制

を整えて活動するものとする。
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Ⅳ実施するにあたっての留意点

1 活動の内容

(1)運動部について

①運動種目に関わらず、運動をしていない間も含め、感染予防の観点から、周

囲の人となるべく距離を空けさせること。(介助者や誘導者の必要な場合を除

く)

②小グノレープで活動させるとともに、屋内に多くの生徒が集まらないようにし、

大声を出したり向かい合っての発声をしたりしないように指導すること。

③対人競技(柔道、剣道、相撲等)においては、各競団体が示している指針

等に則り、段階的に練習を行うこと。(示されていない競技は全日本柔道連盟

の指針等を参考にすること)

④チームスポーツにおいては、人が密集したり接触したりする機会が少なくな

るような練習内容にする等、内容を工夫すること。

⑤各中央競技団体が活動の指針等に示している場合は、その指針等に則って活

動すること

針等を示していない競技については、特性が類似する競技を参考とする等、

感染症拡大防止の観点で工夫すること。

※スボーツ庁が各競技団体へ指針等の作成を依頼しておりますので、各競技

(別紙2に各競技団体のURLを記載)各中央競団体で活動の指

団体のHPを確認すること。

⑥やむを得ず使い回す道具を使用させる場合には使用前後の消毒を行うととも

に、生徒にこまめな手洗いを行わせること。

⑦仲間同士のハイタッチや抱擁等は控えること。

⑧ビブス等の洗濯が必要なものは活動後、当番等が洗濯するのではなく、各自で

洗濯すること。

⑨用具や機器の゜作は、可能な限り担当する人を限定すること(マネージャー

のみが操作する等)。

⑩パス練習・キャッチボールはお互いに適度な距離を確保して行うこと。

⑪ぺアを組む競技(ダブルスのある競技、カヌー、ボート等)につぃては、ペア

で行う練習時間を必要最小限にとどめる等工夫すること。

⑫補強トレーニング・ウエイトトレーニングで使用する機器は、使用者が代わる

度、消毒液等で消毒すること。

※令和2年5月21日付けスボ保第203号で示した「各競技の特性の応じた留意

事項」(別紙2)については令和2年6月12日(金)をもって廃止します。
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(2)文化部について

①演奏や合唱、演劇等の練習で、発声したり一息を強く吐き出したり吸ったりす

る活動を行う場合は、可能な限り屋外で行うこととし、やむを得ず室内で行う

場合は、向かい合っての活動は避け、少人数で、換気を行いながら、声や呼気

が外に出ていくように練習する等、工夫して活動させること。

②その他の文化部の活動においても、小グループで、 3密を防いでの活動とな

るよう工夫すること。

③道具を共有する場合には、使用前後の消毒及びこまめな手洗いをさせること。

④各中央文化団体が活動の指針等を示している場合には、その指針に則って活
動すること。

⑤別添3 「各文化部の特性に応じた留意事項にっいて(6刀3からの改訂版)を
参照の上、活動すること。

※令和2年6月2日付け高教第237号、スポ保第246号で示した「新型コロナ

ウィルス感染症予防を踏まえた部活動のガイドライン(文化部の特性に応じた

(3)他校との交流について

留意事項)について」(通知)は令和2年6月12日(金)をもって廃止します。

①各中央競技(文化)団体から大会開催の指針等が示されている場合は、その指
針に則って交流すること。

②各中央競技(文化)団体から大会開催の指針等が示されていない場合は、「ス

ボーツイベントの再開に向けた感染拡大予防ガイドライン

公益財団法人日本スボーツ協会)、「イベント等の開催に関する基本方針」

(R2.5,26 山形県)を参考とすること。

※スポーツィベントの再開に向けた感染拡大予防ガイドライン(R2.5.29 改訂

htt s://WW a an-s orts. or

公益財団法人日本スポーツ協会)

※イベント等の開催に関する基本方針(R2.5.26 山形県)

htt s://WWW ref

即とΩ^

③交流に関して、開始式等はできる限り簡略化したり一礼のみとしたりする等、
参加者全員が密集する機会を避けること。

④交流中は、なるべく発声を避けたり、密集(例えぱタイムアウト中の作戦指示

ama ata

や終了後のミーティング等)をできるだけ避けたりする等、距離を確保したり

/n則S/tab id92. htm l? it肌 id=4173

すること。※例えぱゴール型の競技において、ゲーム中に密集を避けるように

/OU/bosai/020072/kochibou/cor0胎Virus/ df/ev

(R2.5.29 改訂
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するという意味ではない。

⑤交流で使用する物品(フラッグ、笛、得点板、モップ等)はこまめに消毒する

こと。特に笛等は、口で吹くタイプではなく、電子ホイッスルにしてこまめに

消毒する等、工夫して使用すること。

⑥交流中に共有しなくてはならない物(ボール等)を触れた手で目、鼻等を触っ

たりしないよう、汗を拭く場合は各自のタオルを使用させたり、こまめな手洗

いを行わせたりする等、感染防止を徹底すること。

⑦交流中は、仲間同士のハイタッチ等は避け、腕や肘で行う等工夫すること。
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感染防止対策

1)マスクの着用について

①顧問はマスクを着用すること。

※顧問が実技の模範例を示すために動くときに息、苦しさを感じる場合には外すことも可。
ただし、特に説明をする時にはマスクの着用すること。

②運動を行う場合、生徒は、十分な間隔をとったうぇでマスクを外して活動して

もよいこととする。ただし、運動の前後、特に会話をしたり、話を聞いたりす

る場合には必ずマスクを着用させること。

※「学校の体育の授業におけるマスクの着用の必要性にっいて」(R2.5.21 スポーツ庁)

には「マスクを外す場合は2m以上確保、マスクを着用する場合は 1~2m以上確保」と

の記載がある。

③文化部の活動の際は、原則として生徒にマスクを着用させること。

※楽器等を演奏する際やダンス等の激しい動きをする際等で、マスクを着用しないこと

もあることを指す。

(2)顧問の対応について

①顧問は、活動前に自分の体調を確認すること。発熱(37.5゜C以上)や風邪症

状のあるときは指導しないこと。

②顧問は、参加生徒に対し(3)に示す内容を指導するとともに活動前・活動

中・活動後の健康観察を徹底すること。

③顧問は、活動全体の管理運営を適切に行うこと。

④顧問は、生徒の参加状況を把握すること。

⑤顧問はマスクを着用し、活動内容を紙面で配布する等、指導方法を工夫する

こと。

⑥健康診断を年度当初に実施できていない場合、家庭との連携(健康調査票等

を活用)や前年度の健康診断結果(新入生の場合は前学校からの健康に関す
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る引継ぎ事項)、等に留意し、活動前・中・後の児童生徒の健康観察を徹底し

たうぇで、体力的に無理のない活動となるよう配慮するとと。なお、心晒ιさ

れる生徒については、かかりつけ医または学校医の診断の後に実施すること。

顧問は、活動終了後は速やかに帰宅させる等、集団でいる時間を短くするこ

と。

⑦

⑧顧問は、生徒の部活動終了後、退校確認等を行うこと。

(3)生徒個人の対応について

①活動前に体調を確認すること。発熱(37.5゜C以上)や風邪症状のある者は参

加しないこと。

②咳エチケットや手洗い、目・鼻・口等を手で触れるのを避ける等の基本的な

感染症予防対策を徹底すること。

③活動中に体調に異変を感じたら直ぐに活動を中止し顧問に知らせるとと 0

④活動後であっても体調に異変を感じたら顧問に知らせること。

⑤活動後は速やかに後片付けをして下校すること。

⑥飲用水は個人で準備し、ボトルやカップ・タオル等の共用はしないとと

(4)活動場所について

①屋内での活動については、使用時間及び会場の割り当てを工夫し、多くの生

徒が集まらないようにする等、 3密を避けるようにすること。換気につぃて

は、特に注意して行い(1時間に 1~2回程度)、常にドアを広く開け、窓を

多少開けておく等、密閉した空間を作らないようにすること。

②活動場所が学校外の施設の場合は、クラスター発生の3条件を踏まえ校長が
実施の判断をすること。

③消毒液の設置及び積極的な活用、生徒が手を触れる箇所(ドアノブ等)の消

毒等定期的(1日1回以上)に担当者を決めて実施すること。

④換気の悪い会場の場合は、別の場所や屋外に移動する等の対策を講じるとと。

⑤プーノレにおいては、プーノレ内やプーノレサイド等で密な状態(いわゆる芋洗い

状態)とならないことや、特に更衣室等での密を避けるよう指導するとと。

(5)更衣室・部室について

①更衣室や部室は感染りスクが比較的高いと考えられることに留意すること。

6 /フ



②部室は、原則として各部活動で所持している物品等や活動する生徒の荷物置き

場として使用し、多くの部員が部室の中にいることのないようにすること。

③やむを得ず、更衣室や部室を使用する場合は、換気扇を常時稼働させておいた

り、換気用の小窓を開けたりする等、換気を徹底すること。

④更衣室の利用は、着替え等の必要最低限にとどめるほか、時間帯を分けた使用

にする等3密を避けること。

⑤更衣室については、密を避けるための工夫として、複数の場所を用意する等が

考えられる。

⑥更衣室や部室内で複数の生徒が触れると考えられる場所(ドアノブ、ロッカー

の取手、テーブノレ、椅子等)については、こまめに消毒すること。

(6)活動場所付近の洗面所(トイレ)や手洗い場等につぃて

①洗面所等は感染りスクが比較的高いと考えられることに留意すること。

②トイレ内の複数の生徒が触れると考えられる場所(ドアノブ、水洗トイレのレ

バー等)についてはこまめに消毒すること。

③洋式トイレの場合は蓋を閉めて汚物を流すよう表示するとと。

④手洗い場等には石鹸(ポンプ型が望ましい)を用意すること。

⑤「手洗いは30秒以上」等の掲示をすること。

⑥手洗い後に手を拭くためのぺーパータオル(使い捨て)を用意するととも考え

られる。布タオルを共用することは避けるとと。

フノフ



熊技団体名

スキー連盟

旦血Z血^塾^

2

各中央競技団体が示す活動等のガイドライン(R2,6.8時点)

スケート連盟

3
アイスホッケー連盟

大会開催のガイドラ
インの有無

4

世匹"企竺^

陸上鍍技連盟

5
水泳連盟

世如ビ山望^

6 サッカー協会

7

有

テニス協会

8

活動再開等ガイドラ
インの有無

無

ボート協会

ホッケー協会

10

有

ボクシング連盟

無

11
バレーボール協会

有

無

12

h血主ι^N註^

体操協会

無

13

無

バスケットボール協会

5/1~9/30連盟主催中止
10/1以降フ/8理事会で審議

有

無

14
レスリング協会

無

無

Nto^」イⅥ近Ⅶ.師D旦口_乏、M,盤U[oaJP_イ

15

無

セーリング連盟

有

無

h

無

ウエイトリワティング協金

16

※6月4日以降決定

有

備考

htt :ノノWリJW -Wーヨ0r /data to /

無

十一

に三区亙エコ

無

h廿'/ WWVJ -Wーヨ 0r

無

U
ハンドボール協会

無

無

k

h

・コロナ対策ガイドライン有
・~フ/3ほで大会中止

無

18

無

自転車競技連盟

これから決まる

h

有

h

無

19

m仟

ソフトテニス連盟

ノノ十0γ

d丑ta/to

・留意事項等有
・各大会150日前までに判断

無

h廿ゾ

有

20

無

ノ、.8与87、ヨ、邑君.,bb%02.,6 聞..

卓球協会

h

0 'リJ色 02005 3007 df

2020 wa2020060l df

h杜

21

有

・コロナ対策ガイドライン有
・6月末決定

野球連盟

22

無

/WVJV/'tヒョ.or

有

相撲連盟

23

検討中

/

戻術連盟

無

24

コロナ対策ガイドライン有

有

フェンシング協会

/ 0 0/06 1

PO

h

ナショナルチームガイドライン

無

',邑3',B 、9之%e6、84、%e

25
柔道連盟

ノ十

15 0 05SoclattonImヨ巴5

無

h廿工'/ WリJW Ⅱdo or

26

有

ソフトボール協会

hm

27

有

バドミントン協会

無

h廿 S://VJVJW.h3dmmton

28

無

1、9 、e3.゛

無

弓道連盟

29

/2342フノ

無

ライフル射撃協会

/W

有

ごく少量

IdeⅡΠ.S 20 00530NTc ldeline

30

有

、含、 3.゛81、、

剣道連盟

Ont邑nt/u oad5/2020/05 63 93ヨ4e6 b02bd9755ヨフeb44+eb7千dl

世生Zι竺型旦血^

6月上旬に決まる

無

31

無

ラグビーフットポール協会

r /covld-19 do0志ノActlvi Guidelm.5 20200604 df

無

34.E ド゛ヨ、毛气81.邑95.、.% 1.島色、色3、君1畢,b且ノ0

32

h血父ι塁旦^

無

無

日本山岳協会

無

33

有

カヌー連盟

h地旦ι窒窒望工^

無

34

有

アーチェリー連盟

大会は7月1日解除予定

無

千 df

h

35

無

無

空手道連盟

'VJ Y .J rrh

無

コロナ対策ガイドライン有

血匪ZZ智^亙^

36

有

銃剣道連盟

無

eo

h迦上ι竺^k皇旦^

無

37

r

豊ro d

無

クレー射撃協会

有

38

h

有

なぎなた連盟

研

/

39

有

ボウリング連盟

有

40

h牡

h

無

無

41

ゴルフ連盟

/VJWVJ h - OVJln 0ずノ

トライアスロン協会

W

有

無

b / 0 00 1 114116/

無

有

無

無

無

有

0

無

講習会・審査会用ガイドライン有

無

無

無

無

無

無

コロナ対策ガイドライン有



部活動名

各文化部の特性に応じた留意事項について(6/13か'の

演劇

ム唱

・ダンス等の激しい動きを伴う練習を行う場合は、屋外で行うか
・立ち練習等を行う場合は、部員同士2m以上の距離を取り、3密の状態にならないよう、演出などを工夫する。

吹奏楽

・演奏や合唱の練習で、発声したり、息を強く吐き出したり吸ったりする活動を行う場合は

器楽・管弦楽

・金管楽器のマウスピースなど、洗浄できるものは毎日洗浄する。なお、楽器に悪影響がないように、方法にっいては顧問が生
徒に指示する。

・吹奏楽器は、普通教室であれぱ、3人程度の人数を目安とし、横一列に2m以上の距離を取り、窓側を向いて練習する。
・金管楽器など、可能であるならぱ、外での練習を行う。
・打楽器は、練習場所いっぱいに広がった体制で練習するなど、3密にならないよう工夫する。

日本音楽

・練習時は譜面台を一人一台用意し、譜面の共有はしない。
・チューナー、メトロノーム等を共有ナ

郷土芸能

部活動の特性に応じた留意事項

,楽器や爪は共有せず、個人のもの、または固定して使用する。
・楽器問の距離を確保し、演奏者の距離が生なS七主^さ雛れるようにする。

マーチングバンド・

バトントワりング

・面や笛など、顔や目鼻口が触れるものにっいては共用しない。太鼓の抱(ぱち)など共用せざるを得ない場合は、使用者が代
わる度に十分に消毒を行ってから使用する。用具の数量が足りる場合は共用しない。
・消毒できない高価な楽器や用具にっいては、消毒に耐える代用品を使用したり、廃品等から代用品を制作して活用するなど、
工夫をして練習を行う。
・演舞披露等で使用した用品は、必ず消毒を行う。

美術・工芸

(マーチング)

ム1

(バトン)

喜道

・屋外での練習を基本とし、間隔を確保する。
・楽器演奏に伴う水滴の処理は、各人が布を準備しビニール袋等に入れ持ち帰る。
・使用器具については、その都度消毒する。

゛.『

・複数人で共用する道具や材料は、適宜消毒を行う。
・制作時の会話は必要最小限にとどめる。

C^

写真

・団体演技練習は、

・毛凱を常に机上に出している場合は衣料用除菌スプレーなどを使用する。
・机一台に1人というように十分な間隔をとった練習場所の工夫と、換気、手洗いといった基本的対策を心掛ける。
・書道パフォーマンスのような集団での練習は、がーし・し厶が小ナ、ナ、'に工こ

こ

放送

ナ

・撮影機材の貸し借りを避け、共用しないようにする。

ι

^

囲碁

が

・共用する機器は、適宜消毒を行う。
・発声を伴う練習は可能な限り屋外で行い、やむを得ず屋内で行う場合は、

将棋

小倉百人一首かるた

・こまめに(対局ごとに)手指の消毒やうがいを行う。
・部室内や対局時など人との距離を意識し、3密を避けるように行動する。

r.』4

・こまめに(対局ごと1こ)手指の消毒やうがいを行う。
・部室内や対局時など人との距離を意識し、3密を避けるように行動する。

に

新聞

ムし」ナ

・部室内や対局時など人との距離を意識し、3密を避けるように行動する。

文芸

ナ

りくソコンや筆記用具を共用する場合は、適宜、消毒する。
・対面でのインタビューは行わず、2m以上の距離をとる。

に

科学

.

ナ

・各自の作品製作は、
・部誌製作等に関わる部集会等は、3密を避ける。

^

茶道

.ノ、

・各種実験・観察において、機器や設備を共用する際にも、消毒、手洗いを徹底する。

ナ

コ

華道

・茶笶等の共有する道具を使用する場合はその都度洗浄するが、個人用の物があれぱできるだけそれを用いる。
・菓子やお茶などは自分でとりわけ、点てるようにする。
・使用した茶碗は各自で洗浄する。
・お稽古は対面を避け、2mほどの間隔を空けて行う。

工

ナ

こと

・花鋏や花器、教本を

・生け方の講義と生け花演習の場を別にし、3密にならない工夫を行う(机配置は十分な距離をとる)。

ナ'い

^
尾^

マス

ナ

フエス

ム1

い

レ、ナ

い

一
冒

こ

こ



区一亟ヨ
新型コロナウイルス感染症予防を踏まえた部活動のガイドライン
(改訂版 6月8日~7月31日までの活動について)1こ基づく学校
における点検チェックリスト

◆チエック項目

1 基本的な対策

ロ(1)基本的な考え方について、全臓員に周知している

ロ(2)活動日・活動時間及び可能となる主な活動内容について、各期日に合わせた内容
となるように設定している。

ロ(3)校長は、「基本的な考え方」を踏まえ、ガイドラインに示された対応すべき内容
を実施した上で、部活動実施の許可を出している。

口 (4)委員会は、校長の指導のもと、ガイドラインに示された対応すべき内容を実施し
た上で、部活動の実施を指示している。

口 (5)顧問は、部活動について、感染防止対策を講じた上で、活動計画、安全管理等に
ついて、校長の指導を受けて実施している。

2 実施するにあたっての留意点

(1)運動部の活動について

口①基本的な感染症防止対策を講じ、 3密を避けた活動となるよう留意している。

口②各中央競技団体が活動の指針等を示している場合は、その指針等に則って活動す
ることとしている。各中央競技団体で活動の指針等を示していない競技について
は、特性が類似する競技を参考とするなど、感染症拡大防止の観点で工夫してい
る。

令和 2年6月9日

教育庁スボーツ保健課

(2)文化部の活動について

①基本的な感染症防止対策を講じ、 3密を避けた活動となるよう留意している。

②各中央文化団体が活動の指針等を示している場合には、その指針に則った活動と
なっている。

口

口

口 ③別添3 「各文化部の特性に応じた留意事項について」(6/13からの改訂版)を参
θ系した活動計画となっている。



(3)他校との交流について

口①各中央競技(文化)団体から大会開催の指針等が示されている場合は、その指針
に則って交流を行う内容となっている。

口②各中央競技(文化)団体から大会開催の指針等が示されていない場合は、「ス
ポーツィベントの再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」(R2529改訂公
益財団法人日本スポーツ協会)、「イペント等の開催に関する基本方針」
(R2526 山形県)を参考としている。

口③基本的な感染症防止対策を講じ、 3密を避けた交流となるよう留意している。

3 感染防止対策

(1)マスクの着用について

口①顧問は部活動指導中に着用するためのマスクを準備している。

口②運動を行う場合、生徒は、十分な間隔をとったうぇでマスクを外して活動しても
よいが、運動の前後、特に会話をしたの、話を聞いたのする場合には必ずマスク
を着用するよう指導している。

口③文化部の活動の際は、原則として生徒にマスクを着用するよう指導している。

(2)顧問及び生徒の対応について

顧問は、活動前に自分の体調を確認するとともに、生徒に対してガイドラインに
基づいた感染症防止対策を指導している。

口

(3)活動場所・更衣室・部室等について

活動場所(1割こ屋内)や更衣室・部室・トイレ・洗面所等においては、ガイドラ
インに基づく感染症防止対策を講じた上で、 3密を避けるよう留意している。

口


